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令和７年 第４回農業委員会議事録

令和７年４月２５日午後３時００分に第４回農業委員会を市役所大会議室に招集した。

１．招集した委員は次のとおりである。

２．遅刻、欠席した委員は次のとおりである。

３．本会議の書記は、次のとおりである。

１ 番 笹 原 哲 ２ 番 近 藤 剛 ３ 番 沼 澤 克 己

４ 番 五十嵐 純 一 ５ 番 西 塚 喜 行 ６ 番 西 塚 孝 也

７ 番 髙 橋 央 ８ 番 星 川 敬 夫 ９ 番 大 﨑 清 孝

１０番 後 藤 一 彦 １１番 本 間 俊 悦 １２番 伊勢村 孝 之

１３番 石 川 富士太郎 １４番 笹 原 光 政 １５番 小 松 栄 作

１６番 齋 藤 吉 勝 １７番 山 口 栄 子 １８番 鈴 木 藤 光

１９番 星 川 礼 子

《通告遅刻》

１６番（齋藤 吉勝） 番（ ） 番（ ） 番（ ）

《無断遅刻》

番（ ） 番（ ） 番（ ） 番（ ）

《通告欠席》

５番（西塚 喜行） １５番（小松 栄作） 番（ ） 番（ ）

《無断欠席》

番（ ） 番（ ） 番（ ） 番（ ）

事務局長 五十嵐 満徳 事務局長補佐 田中 誠

事務局主査兼係長 富樫 久芳 事務局主事 菅野 幹太
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４．本会議の会議件数は次のとおりである。

報第 ６号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知について

議第１３号 農地法第３条の規定による許可申請について

議第１４号 非農地証明願について

議第１５号 農地法第５条の規定による許可申請について

議第１６号 尾花沢市農用地利用集積等促進計画について
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令和７年 第４回農業委員会議事録

尾花沢市農業委員会令和７年第４回通常総会を４月２５日（金）市役所大会議室におい

て午後３時００分より開会した。

（事務局 五十嵐局長）

一同ご起立をお願いいたします。一同、礼。星川敬夫会長職務代理者に合わせて「農業

委員会憲章」の朗読をお願いいたします。

（朗 読）

（事務局 五十嵐局長）

ご着席ください。開会に先立ち申し上げます。５番西塚喜行委員、１５番小松栄作委員

より欠席する旨、１６番齋藤吉勝委員より遅れる旨の連絡がございました。只今の出席委

員は１６名であります。よって農業委員会等に関する法律第２１条第３項に規定する定足

数に達しておりますので、本日の総会は成立いたします。

次に、会長よりご挨拶をお願いいたします。

（鈴木会長）

みなさん総会にご出席いただきましてありがとうございます。４月の初めはだいぶ暖か

くて過ごしやすかったんですけれども、ここにきてちょっと寒い日が続いております。す

いかの定植や育苗ハウスの管理と大変でしょうけれども、ここ一番頑張って、いいものを

作ってくださるようお願いして、挨拶にかえさせていただきます。

（事務局 五十嵐局長）

ありがとうございました。次に議長でありますが、農業委員会会議規則第５条の規定に

より会長が議長になると定められておりますので、会長よろしくお願いいたします。

（議 長）
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これより令和７年第４回尾花沢市農業委員会通常総会を開会いたします。出席委員も定

足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

本日の会議は、皆様のお手元に配布しております、総会日程次第によって進めます。

まず、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員は、会議規則第１６条第２項

の規定により、１２番伊勢村孝之委員、１３番石川富士太郎委員、以上の２名を指名いた

します。

次に農業委員会事務処理報告でありますが、この際、事務局長補佐をして報告いたさせ

ます。事務局長補佐。

（事務局 田中局長補佐）

命により、農業委員会事務処理報告をさせていただきます。次第書裏面をご覧ください。

（以下、各概要について別紙農業委員会事務処理報告書に基づき報告する。）

（議 長）

只今の事務処理報告について、ご質問ありませんか。

（なしの声あり）

（議 長）

ご質問もないものと認め、事務処理報告については、以上といたします。

次に議事に入ります。まず、はじめに、報第６号「農地法第１８条第６項の規定による

解約通知について」を上程いたします。事務局の報告を求めます。

（事務局 挙手）

（議 長）

菅野主事。
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（事務局 菅野主事）

それでは、報第６号「農地法第１８条第６項の規定による解約通知について」ご報告い

たします。議案書１頁から９頁をご覧ください。案件は２２件であり、貸し人、借り人、

両者による合意解約です。

解約後の利用についてですが、別人へ売買するものが１件、同人へ売買するものが１件、

別人への貸借を予定するものが１９件、同人への貸借を予定するものが１件です。

以上で報告を終わります。

（議 長）

只今、事務局より報告がありましたが、この際、皆様に申し上げます。尾花沢市農業委

員会会議規則第１０条により、発言する場合は議長の許可を受け、その場合、議席番号及

び委員名を申し上げるようお願いいたします。ご質疑ありませんか。

（なしの声あり）

（議 長）

質疑も無いようでありますので、終結いたします。

これより報第６号を採決いたします。本案を報告のとおり承認することに賛成の委員の

挙手を求めます。

（挙手多数）

（議 長）

賛成多数と認めます。よって、本案は原案のとおり、承認することに決しました。

次に議第１３号「農地法第３条の規定による許可申請について」を上程いたします。こ

こで、審議に入る前に、農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限により、２

番近藤剛委員、３番沼澤克己委員の退席を求めます。

（２番 近藤委員 退席）
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（３番 沼澤委員 退席）

（議 長）

それでは、事務局の説明を求めます。

（事務局 挙手）

（議 長）

菅野主事。

（事務局 菅野主事）

議第１３号「農地法第３条の規定による許可申請について」、今月申請のありました案件

についてご説明いたします。

所有権の移転が５件、賃貸借権の設定が２０件、使用貸借権の設定が３件です。

１０頁の№１から１１頁の№５までが所有権移転分です。所有権移転の申請事由ですが、

所有者の農業廃止によるものが２件、労力不足によるものが１件、耕作不便によるものが

１件、その他贈与によるものが１件です。

１２頁№６から２０頁の№２５までが賃貸借権の設定です。申請事由ですが、所有者の

農業廃止によるものが９件、労力不足によるものが８件、高齢化による経営縮小によるも

のが２件、相手方の要望によるものが３件です。 耕作不便によるものが１件です。

２１頁の№２６から№２８までが使用貸借権の設定です。申請事由ですが、耕作権の交

換が２件、経営移譲年金受給のための再設定が１件です。

№１から№２８は不許可要件である農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可

要件の全てを満たしていると判断いたしました。

また、今年度より譲受人、借り人に対して農業関係法令のうち耕作の事業に直接関係す

る種苗法の育成者権違反や農薬取締法の第２４条の禁止農薬の使用違反、非表示の農薬の

使用違反、農業振興地域の整備に関する法律の開発許可違反、農地法の３条や違反転用が

ないか申告をさせることになっておりまして、確認したところ違反に関する申告はござい

ませんでした。もしも、委員の皆さんで情報をお持ちである場合には発言いただき当該案
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件については今月の審議を保留とし関係部署に照会するなど確認し精査の上、翌月の農業

委員会総会において報告いたします。その上で審査を行っていただきます。

以上、説明を終わります。慎重なる審議を宜しくお願いします。

（議 長）

只今、事務局より説明がありましたが、ご質疑ありませんか。

（なしの声あり）

（議 長）

質疑も無いようでありますので、終結いたします。

これより議第１３号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の委員の挙手

を求めます。

（挙手多数）

（議 長）

賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり決しました。２番近藤剛委員、３番

沼澤克己委員復席願います。

（２番 近藤委員 復席）

（３番 沼澤委員 復席）

（議 長）

次に議第１４号「非農地証明願について」を上程いたします。現地調査第１班主任、笹

原哲委員の報告・説明を求めます。

（１番 笹原委員 報告・説明）
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（議 長）

只今、報告・説明がありましたが、ご質疑ありませんか。

（なしの声あり）

（議 長）

質疑も無いようでありますので、終結いたします。

これより議第１４号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の委員の挙手

を求めます。

（挙手多数）

（議 長）

賛成多数であります。よって、本案は、原案のとおり決しました。

次に、議第１５号「農地法第５条の規定による許可申請について」を上程いたします。

現地調査第１班主任、笹原 哲委員の報告・説明を求めます。

（１番 笹原委員 報告・説明）

（議 長）

只今、報告・説明がありましたが、ご質疑ありませんか。菅野主事。

（事務局 菅野主事）

申し訳ございません。申請内容に修正・追加説明がございます。まず修正箇所ですが、

３７頁の申請番号３番、左から所在地、地番、登記簿地目、農振、面積と続きますけれど

も、農振の欄が農振農用地としておりますけれども、精査したところ農振農用地区域外の

土地でございました。また、備考のところですけれども、農用地からの除外見込みとあり

ますけれどもこちらも農用地面積ではございませんので、備考のところも消していただけ

ればと思います。
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№１と№２の農用地からの除外の決定公告日ですけれども、先日、農振担当法の方に確

認したところ、５月の中旬頃を予定しているようです。後は２点補足というか追加説明で

すけれども、申請番号２番、３番○○○○の案件が続いております。違反転用状態だった

ものを是正するために申請という形になっておりますけれども、当日現地調査の際にも指

摘させていただいて、何か所も何か所もあるようでは困ると、話をしてきたところです。

おそらく何か所か残っているかも知れませんけれども、速やかに許可を受けられるような

内容のものであれば、追認申請をするようにと伝えてきたところです。以上です。

（議 長）

はい、その他ご質疑ありませんか。

（挙手あり）

（議 長）

伊勢村委員。

（１２番 伊勢村孝之委員）

１２番伊勢村です。№１の案件なんですが、○○○○さんの件です。面積要件が約５０

ａということで、面積が大きかったので、運営委員会と地区担当の農業委員石川さんと協

議しました。内容を報告しますと、現地調査のとおり、許可相当との話になりました。ま

た、コンクリートの破砕ガラ土砂置き場に関しても、上位法等の許可申請を上げて、転用

次第それに則って着工ということでありましたので、大丈夫かと思います。なおかつ、協

議の意見として、意見書として付していただきたいことが一つありまして、○○○○さん

も承知していると思いますが、コンクリートガラが川に流れ込まないようにしっかりと川

から離れたところで、法律に則って置き場として利用していただければと、そういった旨

のことを付け加えていただければと思います。以上です。

（議 長）

その他ご質疑ありませんか。
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（なしの声あり）

（議 長）

質疑も無いようでありますので、終結いたします。

これより議第１５号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の委員の挙手

を求めます。

（挙手多数）

（議 長）

賛成多数であります。よって、本案は、原案のとおり決しました。

次に、議第１６号「尾花沢市農用地利用集積等促進計画について」を上程いたします。

事務局の説明を求めます。

（事務局 挙手）

（議 長）

菅野主事。

（事務局 菅野主事）

それでは、議第１６号「尾花沢市農用地利用集積等促進計画について」説明いたします。

議案書４９頁の促進計画の総括表をご覧ください。

今回申請のありました促進計画は、公益財団法人やまがた農業支援センターで口座振替

を行う賃貸借が８件、無償や支援センターが預からない米による物納等の契約で形式上口

座振替を行わないため使用貸借となるものが２件です。

申請地は全て農振農用地区域内の土地で８０，３１２㎡、また、全てが地域計画の区域

に含まれている農地です。福原地区の地域計画に含まれている農地が２８，７８２㎡、宮

沢地区の地域計画に含まれている農地が２６，７８９㎡、常盤地区の地域計画に含まれて
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いる農地が２４，７４１㎡です。

対象人数は、賃貸借が出し手８名、受け手５名。使用貸借は出し手２名、受け手２名で

ございます。

借賃の値幅は下段中央のとおりになります。

５０頁からは市より計画要請のあった順に記載した個別状況です。

これらの内容は、農地中間管理事業の推進に関する法律第第１８条５項の各号の要件を

満たしていると考えます。以上で説明を終わります。慎重審議よろしくお願いいたします。

（議 長）

只今、事務局より説明がありましたが、ご質疑ありませんか。

（挙手あり）

（議 長）

星川敬夫委員。

（８番 星川敬夫委員）

８番、星川敬夫です。今回の１８条の解約申請がいつもよりだいぶ少ないように感じま

す。一方３条申請の手続がかなり多いようです。これは支援センター等の指導でそうなっ

たのか、あるいは個人の意思でそうなったのか、わかれば説明をお願いします。

（事務局 挙手）

（議 長）

局長補佐。

（事務局 田中局長補佐）

星川委員から、１８条の解約申請、３条申請と今回の促進計画との関連についての質問

でございますけれども、今まで集積という、どちらかといえば簡易な形で設定していたも
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のが、今月からできなくなりました。事務局としては、４月以前に設定したものであれば、

有効でありますので、早めに契約の更新をお願いしていたところです。そういったことも

あって先月や先々月に、切り替わる前の方式の申請が多く出ていたところです。４月から

は集積計画が無くなって地域計画による促進計画による貸借の設定となりますので、そう

いったことで今月は件数が多くないのではないかなと考えております。また、３条申請と

促進計画との関係でございますけれども、３条申請の賃貸借であれば、期間が経過しても

解約手続をしない限りは自動更新となります。ただ、促進計画は期間が原則１０年以上で

あることとか、手数料も多少かかるということもありまして、権利設定をする方同士で話

をした結果、３条申請にする形も出てきております。ですので、事務局としては３条申請

と促進計画の違いをお伝えし、当事者間で判断されたものでございますので、それぞれ個

人の意思で設定されたものであって、事務局で振り分けたものではございません。以上で

ございます。

（議 長）

星川敬夫委員。

（８番 星川敬夫委員）

８番、星川敬夫です。ありがとうございました。

（議 長）

その他ご質疑ありませんか。

（なしの声あり）

（議 長）

質疑も無いようでありますので、終結いたします。

これより議第１６号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の委員の挙手

を求めます。
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（挙手多数）

（議 長）

賛成多数であります。よって、本案は、原案のとおり決しました。

以上で、今総会に付議されました議案の審議については、全部終了いたしました。慎重

なる審議、誠にありがとうございました。

これをもって、令和７年第４回尾花沢市農業委員会通常総会を閉会いたします。大変ご

苦労様でした。

午後３時４１分 以上で本日の総会が終了したことを告げ閉会を宣した。

議長は、本会議の顛末を記述して議事録を作成する。

令和７年４月２５日

尾花沢市農業委員会

議 長

上記は本会議の顛末を記述したことに相違ないことを認めここに署名する。

議事録署名委員

議事録署名委員


